
      

日
本
の
労
働
者
の
平
均
年
収
は
４
６
７
万
３
０
０
０
円
（
国
税

庁
民
間
給
与
実
態
調
査
、
１
９
９
７
年
）
を
ピ
ー
ク
に
下
が
り
つ

づ
け
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
後
の
２
０
０
９
年
に
は
60
万
円
も
下

が
っ
て
４
０
７
万
円
に
な
り
ま
し
た
。
２
０
１
３
年
か
ら
名
目
賃

金
が
上
が
り
は
じ
め
２
０
１
８
年
に
は
４
４
０
万
円
ま
で
回
復
し

て
き
ま
し
た
。
し
か
し
物
価
上
昇
分
を
差
し
引
い
た
実
質
賃
金
は

一
貫
し
て
前
年
度
比
マ
イ
ナ
ス
で
す
。
こ
の
間
の
マ
イ
ナ
ス
賃
金

額
（
失
わ
れ
た
賃
金
）
の
総
額
は
、
就
業
労
働
者
５
５
０
０
万
人

と
し
て
、
ざ
っ
と
１
２
０
兆
円
に
も
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
そ
れ
だ

け
の
購
買
力
が
失
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
実
感
な
き

景
気
回
復
の
正
体
で
あ
り
、
大
企
業
の
巨
額
な
内
部
留
保
の
源
泉

で
す
。 

そ
し
て
そ
れ
を
許
し
た
主
要
因
の
一
つ
が
、
パ
ー
ト
、
派
遣
労 

  

      

働
に
代
表
さ
れ
る
約
２
０
０
０
万
人
の
非
正
規
労
働
者
の
低
賃
金

（
平
均
年
収
１
７
９
万
円
、
２
０
１
８
年
）
で
す
。
こ
の
低
賃
金

構
造
を
打
ち
破
ら
ね
ば
大
幅
賃
上
げ
も
貧
困
、
格
差
の
解
消
も
実

現
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
彼
ら
、
彼
女
ら
は
99
％
未
組
織
で
労
組

も
な
く
、
ス
ト
も
交
渉
も
ま
ず
不
可
能
で
す
。
唯
一
の
方
法
が
、

最
低
賃
金
の
大
幅
引
き
上
げ
を
求
め
る
大
衆
運
動
の
構
築
で
す
。

賃
金
の
土
台
を
押
し
上
げ
る
最
低
賃
金
の
大
幅
引
き
上
げ
（
全
国

一
律
、
時
給
１
５
０
０
円
）
の
た
た
か
い
（
最
賃
闘
争
）
は
、
ワ

ー
キ
ン
グ
プ
ア
の
一
掃
な
ど
非
正
規
労
働
者
の
生
活
改
善
だ
け
で

な
く
、
新
規
採
用
者
、
年
金
生
活
者
、
生
活
保
護
受
給
者
な
ど
幅

広
く
社
会
全
体
に
波
及
し
ま
す
。
低
賃
金
構
造
か
ら
の
脱
却
を
図

る
最
低
賃
金
の
大
幅
引
上
げ
を
21
春
闘
の
柱
に
据
え
て
、
非
正
規

労
働
者
に
呼
び
掛
け
、
共
に
た
た
か
い
ま
し
ょ
う
。 

 


